
天
皇
の
即
位
の
日
及
び
即
位
礼
正
殿
の
儀
の
行
わ
れ
る
日
を
休
日
と
す
る
法
律
案
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○
天
皇
の
退
位
等
に
関
す
る
皇
室
典
範
特
例
法
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
六
十
三
号
）
（
抄
）

（
天
皇
の
退
位
及
び
皇
嗣
の
即
位
）

第
二
条

天
皇
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
限
り
、
退
位
し
、
皇
嗣
が
、
直
ち
に
即
位
す
る
。

附

則

（
こ
の
法
律
の
失
効
）

第
二
条

こ
の
法
律
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
以
前
に
皇
室
典
範
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
皇
位
の
継
承
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
効
力
を
失

う
。

○
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
（
抄
）

第
一
条

自
由
と
平
和
を
求
め
て
や
ま
な
い
日
本
国
民
は
、
美
し
い
風
習
を
育
て
つ
つ
、
よ
り
よ
き
社
会
、
よ
り
豊
か
な
生
活
を
築
き
あ
げ
る

た
め
に
、
こ
こ
に
国
民
こ
ぞ
つ
て
祝
い
、
感
謝
し
、
又
は
記
念
す
る
日
を
定
め
、
こ
れ
を
「
国
民
の
祝
日
」
と
名
づ
け
る
。

第
三
条

「
国
民
の
祝
日
」
は
、
休
日
と
す
る
。

２

「
国
民
の
祝
日
」
が
日
曜
日
に
当
た
る
と
き
は
、
そ
の
日
後
に
お
い
て
そ
の
日
に
最
も
近
い
「
国
民
の
祝
日
」
で
な
い
日
を
休
日
と
す
る
。

３

そ
の
前
日
及
び
翌
日
が
「
国
民
の
祝
日
」
で
あ
る
日
（
「
国
民
の
祝
日
」
で
な
い
日
に
限
る
。
）
は
、
休
日
と
す
る
。

○
行
政
機
関
の
休
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
九
十
一
号
）
（
抄
）

（
行
政
機
関
の
休
日
）

第
一
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
日
は
、
行
政
機
関
の
休
日
と
し
、
行
政
機
関
の
執
務
は
、
原
則
と
し
て
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。
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一

（
略
）

二

国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日

三

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
期
限
の
特
例
）

第
二
条

国
の
行
政
庁
（
各
行
政
機
関
、
各
行
政
機
関
に
置
か
れ
る
部
局
若
し
く
は
機
関
又
は
各
行
政
機
関
の
長
そ
の
他
の
職
員
で
あ
る
も
の

に
限
る
。
）
に
対
す
る
申
請
、
届
出
そ
の
他
の
行
為
の
期
限
で
法
律
又
は
法
律
に
基
づ
く
命
令
で
規
定
す
る
期
間
（
時
を
も
つ
て
定
め
る
期

間
を
除
く
。
）
を
も
つ
て
定
め
る
も
の
が
行
政
機
関
の
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
行
政
機
関
の
休
日
の
翌
日
を
も
つ
て
そ
の
期
限
と
み
な
す
。

た
だ
し
、
法
律
又
は
法
律
に
基
づ
く
命
令
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

○
裁
判
所
の
休
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
九
十
三
号
）
（
抄
）

（
裁
判
所
の
休
日
）

第
一
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
日
は
、
裁
判
所
の
休
日
と
し
、
裁
判
所
の
執
務
は
、
原
則
と
し
て
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

二

国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日

三

（
略
）

２

（
略
）

（
期
限
の
特
例
）

第
二
条

裁
判
所
職
員
の
給
与
、
保
障
及
び
服
務
そ
の
他
の
司
法
行
政
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
の
裁
判
所
に
対
す
る
申
立
て
、
届
出
そ
の
他

の
行
為
の
期
限
で
法
律
又
は
最
高
裁
判
所
規
則
で
規
定
す
る
期
間
を
も
つ
て
定
め
る
も
の
が
裁
判
所
の
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
裁
判
所
の

休
日
の
翌
日
を
も
つ
て
そ
の
期
限
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
法
律
又
は
最
高
裁
判
所
規
則
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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○
国
会
に
置
か
れ
る
機
関
の
休
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
百
五
号
）
（
抄
）

（
国
会
に
置
か
れ
る
機
関
の
休
日
）

第
一
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
日
は
、
国
会
に
置
か
れ
る
機
関
の
休
日
と
し
、
当
該
機
関
の
執
務
は
、
原
則
と
し
て
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

二

国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日

三

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
期
限
の
特
例
）

第
二
条

国
会
に
置
か
れ
る
機
関
に
対
す
る
申
立
て
そ
の
他
の
行
為
の
期
限
で
法
令
で
規
定
す
る
期
間
を
も
つ
て
定
め
る
も
の
が
国
会
に
置
か

れ
る
機
関
の
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
国
会
に
置
か
れ
る
機
関
の
休
日
の
翌
日
を
も
つ
て
そ
の
期
限
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
法
令
に
別
段
の

定
め
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

○
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
（
抄
）

第
四
条
の
二

地
方
公
共
団
体
の
休
日
は
、
条
例
で
定
め
る
。

②

前
項
の
地
方
公
共
団
体
の
休
日
は
、
次
に
掲
げ
る
日
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

二

国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日

三

（
略
）

③

（
略
）

④

地
方
公
共
団
体
の
行
政
庁
に
対
す
る
申
請
、
届
出
そ
の
他
の
行
為
の
期
限
で
法
律
又
は
法
律
に
基
づ
く
命
令
で
規
定
す
る
期
間
（
時
を
も

つ
て
定
め
る
期
間
を
除
く
。
）
を
も
つ
て
定
め
る
も
の
が
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
条
例
で
定
め
ら
れ
た
地
方
公
共
団
体
の
休
日
に
当
た
る

と
き
は
、
地
方
公
共
団
体
の
休
日
の
翌
日
を
も
つ
て
そ
の
期
限
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
法
律
又
は
法
律
に
基
づ
く
命
令
に
別
段
の
定
め
が
あ
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る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

○
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
九
十
四
号
）
（
抄
）

附

則

（
経
過
措
置
）

２

改
正
後
の
地
方
自
治
法
第
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
条
例
が
制
定
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
、
地
方
公
共
団
体
の
休
日
は
、
こ
の
法
律

の
施
行
の
際
現
に
休
日
と
さ
れ
て
い
る
日
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

○
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
（
抄
）

（
給
与
の
減
額
）

第
十
五
条

職
員
が
勤
務
し
な
い
と
き
は
、
勤
務
時
間
法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
超
勤
代
休
時
間
、
勤
務
時
間
法
第
十
四
条
に
規

定
す
る
祝
日
法
に
よ
る
休
日
（
勤
務
時
間
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
代
休
日
を
指
定
さ
れ
て
、
当
該
休
日
に
割
り
振
ら
れ
た
勤
務

時
間
の
全
部
を
勤
務
し
た
職
員
に
あ
つ
て
は
、
当
該
休
日
に
代
わ
る
代
休
日
。
以
下
「
祝
日
法
に
よ
る
休
日
等
」
と
い
う
。
）
又
は
勤
務
時

間
法
第
十
四
条
に
規
定
す
る
年
末
年
始
の
休
日
（
勤
務
時
間
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
代
休
日
を
指
定
さ
れ
て
、
当
該
休
日
に
割

り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
の
全
部
を
勤
務
し
た
職
員
に
あ
つ
て
は
、
当
該
休
日
に
代
わ
る
代
休
日
。
以
下
「
年
末
年
始
の
休
日
等
」
と
い

う
。
）
で
あ
る
場
合
、
休
暇
に
よ
る
場
合
そ
の
他
そ
の
勤
務
し
な
い
こ
と
に
つ
き
特
に
承
認
の
あ
つ
た
場
合
を
除
き
、
そ
の
勤
務
し
な
い
一

時
間
に
つ
き
、
第
十
九
条
に
規
定
す
る
勤
務
一
時
間
当
た
り
の
給
与
額
を
減
額
し
て
給
与
を
支
給
す
る
。

（
休
日
給
）

第
十
七
条

祝
日
法
に
よ
る
休
日
等
（
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
一
項
又
は
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
毎
日
曜
日
を
週
休
日
と
定
め
ら
れ
て
い
る

職
員
以
外
の
職
員
に
あ
つ
て
は
、
勤
務
時
間
法
第
十
四
条
に
規
定
す
る
祝
日
法
に
よ
る
休
日
が
勤
務
時
間
法
第
七
条
及
び
第
八
条
の
規
定
に
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基
づ
く
週
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
人
事
院
規
則
で
定
め
る
日
）
及
び
年
末
年
始
の
休
日
等
に
お
い
て
、
正
規
の
勤
務
時
間
中
に
勤
務
す
る

こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
た
職
員
に
は
、
正
規
の
勤
務
時
間
中
に
勤
務
し
た
全
時
間
に
対
し
て
、
勤
務
一
時
間
に
つ
き
、
第
十
九
条
に
規
定
す
る
勤

務
一
時
間
当
た
り
の
給
与
額
に
百
分
の
百
二
十
五
か
ら
百
分
の
百
五
十
ま
で
の
範
囲
内
で
人
事
院
規
則
で
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を

休
日
給
と
し
て
支
給
す
る
。
こ
れ
ら
の
日
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
日
に
お
い
て
勤
務
し
た
職
員
に
つ
い
て
も
、
同
様

と
す
る
。

（
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
）

第
十
九
条
の
三

管
理
監
督
職
員
若
し
く
は
専
門
ス
タ
ッ
フ
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
二
級
以
上
で
あ
る
も
の

（
以
下
「
管
理
監
督
職
員
等
」
と
い
う
。
）
又
は
指
定
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
が
臨
時
又
は
緊
急
の
必
要
そ
の
他
の
公
務
の
運
営

の
必
要
に
よ
り
勤
務
時
間
法
第
六
条
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第
七
条
並
び
に
第
八
条
の
規
定
に
基
づ
く
週
休
日
又
は
祝
日
法
に
よ
る
休
日
等

若
し
く
は
年
末
年
始
の
休
日
等
（
次
項
に
お
い
て
「
週
休
日
等
」
と
い
う
。
）
に
勤
務
し
た
場
合
は
、
当
該
職
員
に
は
、
管
理
職
員
特
別
勤

務
手
当
を
支
給
す
る
。

２
～
４

（
略
）

○
一
般
職
の
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
三
号
）
（
抄
）

（
休
日
）

第
十
四
条

職
員
は
、
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
（
以
下
「
祝
日
法
に
よ
る
休

日
」
と
い
う
。
）
に
は
、
特
に
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
る
者
を
除
き
、
正
規
の
勤
務
時
間
に
お
い
て
も
勤
務
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

十
二
月
二
十
九
日
か
ら
翌
年
の
一
月
三
日
ま
で
の
日
（
祝
日
法
に
よ
る
休
日
を
除
く
。
以
下
「
年
末
年
始
の
休
日
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て

も
、
同
様
と
す
る
。
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○
銀
行
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
（
抄
）

（
休
日
及
び
営
業
時
間
）

第
十
五
条

銀
行
の
休
日
は
、
日
曜
日
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
日
に
限
る
。

２

（
略
）

○
銀
行
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
七
年
政
令
第
四
十
号
）
（
抄
）

（
休
日
）

第
五
条

法
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
日
は
、
次
に
掲
げ
る
日
と
す
る
。

一

国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日

二
・
三

（
略
）

２
・
３

（
略
）

○
民
事
訴
訟
法
（
平
成
八
年
法
律
第
百
九
号
）
（
抄
）

（
期
間
の
計
算
）

第
九
十
五
条

（
略
）

２

（
略
）

３

期
間
の
末
日
が
日
曜
日
、
土
曜
日
、
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
、
一
月
二

日
、
一
月
三
日
又
は
十
二
月
二
十
九
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
日
に
当
た
る
と
き
は
、
期
間
は
、
そ
の
翌
日
に
満
了
す
る
。
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○
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
（
抄
）

第
五
十
五
条

（
略
）

②

（
略
）

③

期
間
の
末
日
が
日
曜
日
、
土
曜
日
、
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
、
一
月
二

日
、
一
月
三
日
又
は
十
二
月
二
十
九
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
日
に
当
た
る
と
き
は
、
こ
れ
を
期
間
に
算
入
し
な
い
。
た
だ
し
、
時

効
期
間
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

○
刑
事
収
容
施
設
及
び
被
収
容
者
等
の
処
遇
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
五
十
号
）
（
抄
）

（
死
刑
の
執
行
）

第
百
七
十
八
条

（
略
）

２

日
曜
日
、
土
曜
日
、
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
、
一
月
二
日
、
一
月
三
日

及
び
十
二
月
二
十
九
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
日
に
は
、
死
刑
を
執
行
し
な
い
。

○
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
（
抄
）

第
百
四
十
二
条

期
間
の
末
日
が
日
曜
日
、
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
そ
の
他

の
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
そ
の
日
に
取
引
を
し
な
い
慣
習
が
あ
る
場
合
に
限
り
、
期
間
は
、
そ
の
翌
日
に
満
了
す
る
。
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○
民
事
執
行
法
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
四
号
）
（
抄
）

（
休
日
又
は
夜
間
の
執
行
）

第
八
条

執
行
官
等
は
、
日
曜
日
そ
の
他
の
一
般
の
休
日
又
は
午
後
七
時
か
ら
翌
日
の
午
前
七
時
ま
で
の
間
に
人
の
住
居
に
立
ち
入
つ
て
職
務

を
執
行
す
る
に
は
、
執
行
裁
判
所
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

○
手
形
法
（
昭
和
七
年
法
律
第
二
十
号
）
（
抄
）

第
七
十
二
条

満
期
ガ
法
定
ノ
休
日
ニ
当
ル
為
替
手
形
ハ
之
ニ
次
グ
第
一
ノ
取
引
日
ニ
至
ル
迄
其
ノ
支
払
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
又
為
替
手

形
ニ
関
ス
ル
他
ノ
行
為
殊
ニ
引
受
ノ
為
ノ
呈
示
及
拒
絶
証
書
ノ
作
成
ハ
取
引
日
ニ
於
テ
ノ
ミ
之
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得

②

末
日
ヲ
法
定
ノ
休
日
ト
ス
ル
一
定
ノ
期
間
内
ニ
前
項
ノ
行
為
ヲ
為
ス
ベ
キ
場
合
ニ
於
テ
ハ
期
間
ハ
其
ノ
満
了
ニ
次
グ
第
一
ノ
取
引
日
迄
之

ヲ
伸
長
ス
期
間
中
ノ
休
日
ハ
之
ヲ
期
間
ニ
算
入
ス

附

則

第
八
十
七
条

本
法
ニ
於
テ
休
日
ト
ハ
祭
日
、
祝
日
、
日
曜
日
其
ノ
他
ノ
一
般
ノ
休
日
及
政
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
日
ヲ
謂
フ

○
小
切
手
法
（
昭
和
八
年
法
律
第
五
十
七
号
）(

抄)

第
六
十
条

（
略
）

②

小
切
手
ニ
関
ス
ル
行
為
ヲ
為
ス
為
殊
ニ
呈
示
又
ハ
拒
絶
証
書
若
ハ
之
ト
同
一
ノ
効
力
ヲ
有
ス
ル
宣
言
ノ
作
成
ノ
為
法
令
ニ
規
定
シ
タ
ル
期

間
ノ
末
日
ガ
法
定
ノ
休
日
ニ
当
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
期
間
ハ
其
ノ
満
了
ニ
次
グ
第
一
ノ
取
引
日
迄
之
ヲ
伸
長
ス
期
間
中
ノ
休
日
ハ
之
ヲ
期
間
ニ

算
入
ス
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附

則

第
七
十
五
条

本
法
ニ
於
テ
休
日
ト
ハ
祭
日
、
祝
日
、
日
曜
日
其
ノ
他
ノ
一
般
ノ
休
日
及
政
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
日
ヲ
謂
フ

○
国
税
通
則
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
六
十
六
号
）
（
抄
）

（
期
間
の
計
算
及
び
期
限
の
特
例
）

第
十
条

（
略
）

２

国
税
に
関
す
る
法
律
に
定
め
る
申
告
、
申
請
、
請
求
、
届
出
そ
の
他
書
類
の
提
出
、
通
知
、
納
付
又
は
徴
収
に
関
す
る
期
限
（
時
を
も
つ

て
定
め
る
期
限
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
期
限
を
除
く
。
）
が
日
曜
日
、
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八

号
）
に
規
定
す
る
休
日
そ
の
他
一
般
の
休
日
又
は
政
令
で
定
め
る
日
に
当
た
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
日
の
翌
日
を
も
つ
て
そ
の
期
限
と
み
な

す
。

○
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
（
抄
）

（
期
間
の
計
算
及
び
期
限
の
特
例
）

第
二
十
条
の
五

（
略
）

２

こ
の
法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
条
例
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
て
い
る
期
限
（
政
令
で
定
め
る
期
限
を
除
く
。
）
が
民
法
第
百
四
十
二
条

に
規
定
す
る
休
日
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
日
に
該
当
す
る
と
き
は
、
こ
の
法
律
又
は
当
該
条
例
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
日
の
翌

日
を
そ
の
期
限
と
み
な
す
。
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○
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
（
抄
）

（
免
許
証
の
有
効
期
間
）

第
九
十
二
条
の
二

第
一
種
免
許
及
び
第
二
種
免
許
に
係
る
免
許
証
（
第
百
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
免
許
証
を
除
く
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
有
効
期
間
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
年
齢
に
応
じ
、

同
表
の
下
欄
に
定
め
る
日
が
経
過
す
る
ま
で
の
期
間
と
す
る
。

（
表
略
）

２

第
百
四
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
与
え
ら
れ
る
免
許
に
係
る
免
許
証
の
有
効
期
間
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
取
り
消
さ
れ
る

免
許
に
係
る
免
許
証
の
有
効
期
間
が
満
了
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
日
が
経
過
す
る
ま
で
の
期
間
と
す
る
。

３

第
百
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
免
許
証
（
前
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
有
効
期
間
は
、
当
該
免
許
証
に
係
る
同

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
返
納
さ
れ
た
免
許
証
の
有
効
期
間
が
満
了
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
日
が
経
過
す
る
ま
で
の
期
間
と
す
る
。

４

前
三
項
に
規
定
す
る
期
間
の
末
日
が
日
曜
日
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
日
に
当
た
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
日
の
翌
日
を
当
該
期
間
の
末
日
と

み
な
す
。

（
反
則
金
の
納
付
）

第
百
二
十
八
条

前
条
第
一
項
又
は
第
二
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
通
告
に
係
る
反
則
金
（
同
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
通
告
を
受
け
た
者

に
あ
つ
て
は
、
反
則
金
及
び
通
告
書
の
送
付
に
要
す
る
費
用
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
納
付
は
、
当
該
通
告
を
受
け
た
日
の
翌

日
か
ら
起
算
し
て
十
日
以
内
（
政
令
で
定
め
る
や
む
を
得
な
い
理
由
の
た
め
当
該
期
間
内
に
反
則
金
を
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
者

に
あ
つ
て
は
、
当
該
事
情
が
や
ん
だ
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
以
内
）
に
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
国
に
対
し
て
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

（
仮
納
付
）

第
百
二
十
九
条

第
百
二
十
六
条
第
一
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
告
知
を
受
け
た
者
は
、
当
該
告
知
を
受
け
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

七
日
以
内
に
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
告
知
さ
れ
た
反
則
行
為
の
種
別
に
係
る
反
則
金
に
相
当
す
る
金
額
を
仮
に
納
付
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
第
百
二
十
七
条
第
二
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
後
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。



- 11 -

（
期
間
の
特
例
）

第
百
二
十
九
条
の
二

第
百
二
十
八
条
第
一
項
及
び
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
期
間
の
末
日
が
日
曜
日
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
日
に
当
た
る
と

き
は
、
こ
れ
ら
の
日
の
翌
日
を
当
該
期
間
の
末
日
と
み
な
す
。

○
道
路
交
通
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
百
七
十
号
）
（
抄
）

（
免
許
証
の
有
効
期
間
等
の
特
例
の
適
用
が
あ
る
日
）

第
三
十
三
条
の
八

法
第
九
十
二
条
の
二
第
四
項
（
法
第
百
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
日
は
、

次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

二

国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日

三

（
略
）

（
期
間
の
特
例
の
適
用
が
あ
る
日
）

第
五
十
四
条
の
二

法
第
百
二
十
九
条
の
二
の
政
令
で
定
め
る
日
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
休
日

二
・
三

（
略
）


